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■ 被保険者資格を喪失した場合のPep Upの利用について

被保険者資格を喪失した場合 ＰｅｐＵｐの利用について

退職後、当健保組合の資格を完全に喪失
（他の事業所にも勤務せず、任意継続被保険者にもならない場合）

資格喪失日から９０日間はそのまま利用できますが、
９１日後から当健保のコンテンツは利用できません。

※ 次ページ参照

退職後、当健保組合に加入する被保険者の被扶養者になる 資格喪失日から９０日間はそのまま利用できますが、
９１日後から当健保のコンテンツは利用できません。

※ 次ページ参照

退職後、当健保組合の任意継続被保険者になる そのままご利用いただけます。

定年退職後に再雇用する（同時得喪） そのままご利用いただけます。

当健保組合内の他の事業所へ異動する
（信用金庫→関連会社、関連会社→信用金庫などへの異動の場合）

そのままご利用いただけます。
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① Ｐｅｐ Ｕｐ主催の「ふれんどウォーク」やキャンペーンへの参加・ポイント取得

② 「アクティビティ（ゴルフやヨガの予約など）」の利用・ポイント取得

③ 健康記事の閲覧・ポイント取得

④ 保有されている上記①②③で付与されたポイントの利用

⑤ 「日々の記録」の利用

＊ 上記①②③以外で過去に付与されたポイントは、資格失効日から９１日後に失効します。

＊ ポイント取得対象サービスは予告なく変更されることがあります。

① 当健保組合からの通知

② 当健保組合主催のイベント（しんきんけんぽウォーキングチャレンジ・やることチャレンジ）の参加

③ 「わたしの健康状態」の更新、健診結果改善チャレンジ

④ ジェネリック通知・医療費通知の閲覧

④ 当健保組合在籍時に付与されたポイントの利用

＊ 資格喪失日から９０日間は失効前と同様に利用できます。

＊ 過去に付与されたポイントは、資格喪失日から９１日後に失効します。

ポイント利用希望者は、９０日以内に利用（交換）してください。

※ 脱退されても、以下については、継続して利用することができます。

以下については、利用できなくなります!!
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喪失日から90日以内に再取得（再就職）

そのまま継続して利用できます。

■ 資格喪失された方が再取得（再就職）された場合のPep Upの取り扱いについて

Pep Up
登録済み
の方

資格喪失
（退職または
任継喪失）

Pep Up失効
（喪失日の

91日後）

当組合被保険者資格の再取得（再就職）

退職時点での登録メールアドレスおよび
パスワードでログインできます。

ID等通知物の再配付はありません。

（被保険者資格取得情報をPep Upに反映するのに、
資格取得日から2か月ほど要します。）

登録済みメールアドレスや
パスワードをお忘れの場合は、

別添の「パスワード再設定について」を
ご参照ください。

喪失日から90日以内に再取得
（再就職）

Pep Up
未登録の方

Pep Up失効
（喪失日の

91日後）
当組合被保険者資格の再取得（再就職）
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喪失事業所や再就職先事業所は、同一のものに限らず、当健保組合の全ての事業所が対象となります。
（A信金→A信金、A信金→B信金、A信金→C関連会社、任継→A信金など）

退職後、任意継続被保険者となった場合は、任意継続被保険者の資格喪失日が起算日となります。

資格喪失
（退職または
任継喪失）

喪失前に受け取っているID等通知物を
使用して初回登録ができます

※ID等通知物の再配付はありません。

※ID等通知物が無い場合は
「ID等通知書再発行依頼書」
を健保まで提出してください。
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